
 

人にやさしいユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金交付要領 

 

 （趣 旨） 

第１条 県は、障害の有無や年齢等に関わらず、地域住民はもとより本県を訪れる観光客

も含めた誰もが気軽に移動できる公共交通利用環境を整備するため、ユニバーサルデザ

インタクシーを導入するタクシー事業者及びタクシー貸与事業者に対し、国及び関係市

町村と協調して、人にやさしいユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、当該補助金については栃木県補助金等交付

規則（昭和３６年栃木県規則第３３号。以下「規則」という。）に規定するもののほ

か、この要領の定めるところによる。 

 

 （定 義） 

第２条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

 (1) タクシー事業者                              

タクシー事業（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハの一般 

 乗用旅客自動車運送事業で、福祉輸送事業限定事業を除く。）を経営する者をいう。 

  (2) タクシー貸与事業者 

   タクシー事業者にタクシー車両を貸与する者をいう。 

 (3) ユニバーサルデザインタクシー                       

   標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領（平成２４年３月２８日付け国自

  旅第１９２号）に基づく認定を受けたユニバーサルデザインタクシーをいう。 

  

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、県内の営業所にユニバーサルデザインタクシーを導入する事業

とする。 

  

 （補助対象事業者） 

第４条 補助対象事業者は、タクシー事業者及びタクシー貸与事業者とする。 

  

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、ユニバー

サルデザインタクシーの車両本体・車載機器類の整備に要する経費の額とする。 

２ 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象と 

 なる消費税相当分については、補助対象としない。 

  

 （補助金の額及び限度額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、市町村の補助する額以内とし、かつ、補

助対象経費に１／６を乗じて得た額以内の額とする。ただし、１台あたり３０万円、か

つ、国の補助する額の１／２を限度とする。 

  

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、第１号様式による交付申請書に次の書類を

添えて、知事が定める日までに知事に提出するものとする。 

 (1) タクシー事業者又はタクシー貸与事業者に対する国土交通大臣の補助交付決定通知

書の写し 

 (2) その他知事が必要と認める書類 

  



 （補助金の交付決定） 

第８条 知事は、前条の規定により提出された交付申請書等を審査の上、正当と認めると

きは補助金の交付決定を行い、当該申請者にその旨を通知するものとする。 

  

 （補助対象事業の変更等の申請） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく第

２号様式による交付決定変更申請書に所定の書類を添えて、知事に提出するものとす

る。ただし、軽微な場合を除く。 

 ２ 前項に規定する軽微な場合とは、補助対象経費の１０％以内の減額が生じるときと

する。 

  

 （補助金の変更交付決定） 

第１０条 知事は、前条の規定により提出された交付決定変更申請書等を審査の上、正当

と認めるときは補助金の交付決定の変更を行い、当該申請者にその旨を通知するものと

する。 

  

 （実績報告）                                 

第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業を完了したときは、その完了後２０日以内に

第３号様式による実績報告書を知事に提出するものとする。 

  

 （補助金の額の確定） 

第１２条 知事は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査の上、補助事業の成

果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであると認めたとき

は額の確定を行い、当該申請者にその旨を通知するものとする。 

  

 （補助金の請求） 

第１３条 前条の規定により通知を受けた補助対象事業者が、補助金の交付を受けようと

するときは、第４号様式による交付請求書を知事に提出しなければならない。 

  

 （取得財産等の管理） 

第１４条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した車両については、補助対象事

業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従っ

て、効率的に運用しなければならない。 

  

 （取得財産等の処分の制限） 

第１５条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した車両について、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）の定める耐用年数（以下

「耐用年数」という。）を経過するまでは、知事の承認を受けないで補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。また、

耐用年数を経過するまでの期間に自動車検査証を更新したときは、第５号様式により、

すみやかにその写しを提出しなければならない。 

２ 前項の車両を処分しようとするときは、補助対象事業者は、あらかじめ第６号様式に

よる財産処分申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち、第１項の処

分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させる

とともに、さらに、当該処分により補助対象事業者に利益が生じたときは、交付した補

助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を県に納付させることとする。 

  



 （補助金の経理等） 

第１６条 補助対象事業者は、補助金にかかる経理について他の経理と明確に区別した帳

簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。 

 ２ 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理にかかる証拠書類を補助金の交付

を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しておくものとする。 

  

 （補助金の交付の取り消し及び返還） 

第１７条 知事は、補助対象事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の

交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることができる。 

 (1) 本要領の規定に違反したとき。 

 (2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。 

 (3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 

 

 （ユニバーサルデザインタクシーの普及・啓発） 

第１８条 補助対象事業者は、ユニバーサルデザインタクシーの普及及び啓発に関する取

組について、事業計画に記載し、それを適切に実施するものとする。 

 

 

 

附 則 

 （適用年度） 

１ この要領は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

２ この要領は、平成３２年度分限り、その効力を失う。 

 

附 則 

 （適用年度） 

この要領の一部改正は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 

（適用年度） 

１ この要領は、令和３年度分の補助金から適用する。 

２ この要領は、令和７年度分限り、その効力を失う。 

 

 

 （注意）様式はすべて日本工業規格Ａ列４番とすること。         

 

 

           


